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白
石
市
で
は
、
水
道
の
水
源
を
守
る
た

め
の
条
例
制
定
に
つ
い
て
、
水
道
事
業
運

営
審
議
会
（
後
藤
正
太
郎
会
長
）
の
審
議

を
経
て
、
条
例
化
の
作
業
を
進
め
て
き
ま

し
た
。
こ
の
条
例
案
は
、
２
月
定
例
市
議

会
に
お
い
て
可
決
さ
れ
、
３
月
９
日
か
ら

施
行
さ
れ
ま
し
た
。

本
条
例
の
中
に
は
、
全
国
で
初
め
て
、

住
民
の
皆
さ
ん
が
持
っ
て
い
る
「
き
れ
い

な
水
を
享
受
す
る
権
利
」
を
守
る
こ
と
を

明
文
化
し
て
い
ま
す
。

〔
条
例
の
概
要
〕

○
目
　
的

水
道
法
の
規
定
に
基
づ
い
て
、
水
道
に
係
る

水
質
の
汚
濁
を
防
止
し
、
安
全
で
良
質
な
水
を

確
保
す
る
た
め
、
そ
の
水
源
を
保
護
す
る
と
と

も
に
、
住
民
が
き
れ
い
な
水
を
享
受
す
る
権
利

を
守
り
、
現
在
及
び
将
来
に
わ
た
っ
て
住
民
の

生
命
及
び
健
康
を
守
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

ま
す
。

○
市
・
住
民
・
事
業
者
の
責
務

市
で
は
、
水
源
地
域
の
保
護
に
係
る
施
策
の

実
施
に
努
め
る
も
の
と
し
、
住
民
及
び
事
業
者

は
、
市
が
実
施
す
る
当
該
施
策
に
協
力
し
て
い

た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
事
業
者

は
そ
の
事
業
活
動
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
水

源
地
域
の
保
護
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
い
た

だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

○
規
制
の
対
象
と
な
る
事
業
場

水
源
保
護
地
域
へ
の
立
地
を
規
制
す
る
業
種

は
、
次
の
３
業
種
と
し
て
い
ま
す
。

イ．

ゴ
ル
フ
場

ロ．

一
般
廃
棄
物
最
終
処
分
場

ハ．

産
業
廃
棄
物
最
終
処
分
場

★
水
源
保
護
指
定
予
定
地
域
の
縦
覧

本
条
例
で
は
、
水
源
保
護
地
域
は
「
市
長
が

指
定
す
る
区
域
」
と
定
め
て
お
り
、
そ
の
区
域

（
案
）は
、
次
ペ
ー
ジ
の
図
の
と
お
り
で
す
。

な
お
、
こ
の
指
定
区
域
（
案
）
の
関
係
図
書

な
ど
は
、
次
に
よ
り
縦
覧
し
て
い
た
だ
く
こ
と

が
で
き
ま
す
。

●
期
間

４
月
２
日
∑

か
ら
４
月
27
日
ª

ま

で
の
土
・
日
曜
日
を
除
く
午
前
８
時
30
分
〜

午
後
５
時
15
分

●
場
所

白
石
市
水
道
事
業
所

（
白
石
市
城
北
町
４
―

６
）

ま
た
、
市
民
の
皆
さ
ん
及
び
利
害
関
係
の

あ
る
方
々
は
、
５
月
に
開
催
予
定
の
公
開
の

水
道
事
業
運
営
審
議
会
に
お
い
て
、
意
見
を

述
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、
白

石
市
水
道
事
業
所
施
設
係
（
@
２
５
―

５
５
２

２
）
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

「
白
石
市
水
道
水
源
保
護
条
例
」を
制
定

き
れ
い
な

を
守
る
た
め
に
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